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第 二 章

内湖畔の形成と 景観の

歴史的変遷
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第一部 「 伊庭の文化的景観」保存調査

1　 古代・ 中世の伊庭集落

　 鈴鹿山脈に源をも つ河川が合流し てでき た愛知川は、 永源寺付近で湖東平野に入り 、 北

西流し 、 扇状地を形成し て琵琶湖に注ぐ 。 その間、 左岸にある 繖山山系を避ける よ う に流

路を少し 北にかえる 。 伊庭の集落は、その繖山の西方に位置し 、集落を流れる 水流の源は、

繖山の湧水であった。 流れは穏やかで、 かっては西方の大中の湖に注いでいた。 大中の湖

は干拓によ り 消滅し 、 伊庭集落の西方に伊庭内湖を残すのみになっている 。

　 位置的には伊庭集落は、 東近江市北西部の能登川地区にあり 、 東に 433m の繖山、 西

に伊庭内湖があり 、 南はき ぬがさ 町の広大な農地に囲ま れた平坦な地勢にある 。 現在南に

広がる 農地はも と は伊庭内湖と 称さ れた内湖が干拓によ り 農地と なったも のであり 、 西側

に位置する 現在の伊庭内湖も 琵琶湖に接続し ていた大中の湖が大部分干拓さ れて、 伊庭に

近い部分のみが内湖と し て残ったも のである 。 現在、 伊庭町の集落は平野部で南で能登川

町、 北で山路町、 東で猪子町に接し ている が、 明治初年ま では能登川・ 安楽寺・ 須田は伊

庭村の一部であり 、 伊庭村は能登川地区で最大の村であった。 北の愛知川、 東の繖山に囲

ま れた穏やかな地域に発達し た集落であったと いえよ う 。 伊庭も 幾度か洪水の被害にあっ

ている が、 それは上流の河川の氾濫ではなく 、 増水によ る 琵琶湖水位の上昇によ る も ので

あった。

　 南東から 北西方向に横長に広がる 伊庭の集落の北方には、 縄文時代の集落跡である 能登

川石田遺跡や大明神塚遺跡、 東隣には弥生時代から 平安時代の集落跡である 高木遺跡、 さ

ら には大中の湖湖岸で発見さ れた大中の湖南遺跡・ 大中の湖東遺跡など、 数多く の遺跡が

発見さ れている 。 愛知川左岸の湖辺のこ の地域が早く から 人々が生活を営む環境であった

こ と がわかる 。

　 伊庭集落の北方にある 能登川石田遺跡では、 中央を東から 西方向に蛇行する 川が流れ、

それと 同方向に流れる 溝が南北で発見さ れている 。 さ ら に灌漑用水路か排湿用区画溝と 思

われる 溝が幾条も 走っている 。 そし て流路間の区域には住居跡や墓跡が見つかり 、 木製の

農具や青銅器生産のための鋳型や羽口の出土も みら れ、 と く に準構造船の部材が発見さ れ

たこ と が特筆さ れよ う 。 水と こ の地域の深い関係がわかる 。 伊庭集落に東隣する 高木遺跡

でも 集落跡が発見さ れ、 こ の地域は水路と 水田と 点在する 集落と で構成さ れていたこ と が

わかる 。 伊庭集落の西方にある 大中の湖南遺跡でも 、 遺跡中央を東から 西に流れる 水路が

発見さ れ、 さ ら に水田跡や木製農具・ 釣針など漁労具など人々の生業に関わる 遺物の出土

がみら れる 。 弥生時代の多様な生活実態が偲ばれる 。

　 と こ ろで文字史料で「 伊庭」 と いう 文字が文献にみら れる よ う になる のは平安時代後期

になってから である 。 文献資料では、「 伊庭」 の初出史料は永治 2 年（ 1142）「 散位源行

真申詞記」（『 愚昧記』 紙背文書） である 。 こ れは源行真が、 源友員の殺人に関し て自分は
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無関係であり 、「 成勝寺領伊波庄」 にいる 友員の従者「 伊波の源太」 を召し 問う こ と を 求

めた文書である 。 成勝寺と は崇徳天皇の発願によ り 、 保延 5 年（ 1139） に建立さ れた寺

であり 、その際に伊庭の地が寄進さ れ、その荘園の下司を勤めたのが佐々貴山公の一族で、

それ以後伊庭を名乗ったと さ れる 。 保元の乱前に崇徳上皇は源為義を伊庭庄預所に任じ て

おり 、 伊庭氏は為義に従っ て保元の乱（ 1156 年） に参加し ている 。 なお伊庭庄関係文書

が九条家文書の中に残っ ており 、 正応 6 年 (1293) の「 九条家文庫文書目録」 によ れば、

九条家に伊庭庄関係文書が伝えら れている こ と がわかる 。 その後建武 3 年 (1336) の「 九

条道教家領目録案」（ 九条家文書） に「 北政所御領」 と し て「 近江国伊庭庄領家職」 が見え、

鎌倉時代を 通し て九条家が領家職を 保持し 、 伊庭氏が現地支配を 行っ ていたのであろ う 。

なお『 吾妻鏡』 には源平争乱期に源氏方についた伊庭を名乗る 人物が数名みら れ、 佐々木

氏系図にも その支流と し て伊庭氏系図が存在する 。 彼ら が伊庭と 名乗る から には、 伊庭庄

の荘官的役割にあり 、 伊庭に本拠を置いていた可能性が十分にある 。

　 その後伊庭氏は、 南北朝期になる と 佐々木道誉の被官と し て合戦に参加し た伊庭弥五郎

や六角氏の奉行人伊庭常智の名が見え、 観応の擾乱では六角氏の守護代と し て勢多橋を守

護し た伊庭六郎左衛門がおり 、主家佐々木氏の状況に対応し て行動し ている こ と がわかる 。

その結果、 六角氏の守護代と し て勢力を振る う 存在と なった伊庭氏である が、 と く に文安

3 年（ 1446） 六角氏の内紛の後、 幕府の後ろ 盾で家督を 継いだ六角久頼の時代に、 守護

代であった伊庭満澄が活躍し ている 。 守護久頼の命をう けて奉行人が発給し た六角氏奉行

人奉書の宛名が伊庭満澄であり 、 その命令を満澄が当事者に通達し ている 施行状が各所に

残っている 。 そし て久頼の死後の内紛を経て家督を継いだ高頼の代になる と 、 満澄の子か

と 推定さ れる 伊庭貞隆がその役割を担当する こ と になる 。 こ の頃が守護代伊庭氏の最盛期

である 。 伊庭集落の東端にある 大濱神社の文明 3 年（ 1471） の社殿造立時の棟札に貞隆

の名がみえる 。 その後貞隆は高頼と 対立し 、 文亀 2 年（ 1502） と 永正 8 年（ 1511） に

いわゆる 伊庭の乱を起こ し 、 敗れて没落し た。 伊庭氏の本拠がどこ にあったかと いう こ と

については明ら かになっていない。 発掘調査など で、 その本拠が発見さ れる こ と が期待さ

れる 。

　 戦国時代に入る と 織田信長の近江攻めに対し 人質を出すこ と で伊庭は攻めら れずに済ん

だと いう 。 し かし 安土城築城には伊庭山の大石を石垣に拠出し ている 。 その後伊庭を本拠

にし た武将に徳永寿昌がいる 。 天文 18 年（ 1549） に生ま れ、豊臣秀吉ら に仕えた後、関ヶ

原の合戦には東軍につき 、その後美濃高須城 5 万 600 石余の城主と なっている 。彼の墓が、

伊庭山中の妙金剛寺跡に残っている 。

　 江戸時代には、 当初伊庭は幕府領と なっ たが元禄 11 年（ 1698） に駿河から 移さ れた

旗本三枝氏が知行する こ と になり 、 伊庭に陣屋を置かれた。 現在謹節館がある 場所が陣屋

跡と いわれている 。 その地域が「 城」 と 通称さ れ、 小字名に「 西殿」「 東殿」 が残っ てい

る と いう こ と も あり 、 伊庭氏の居城跡と も 考えら れている 。
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　 と こ ろで伊庭の歴史的景観について考える と き 、 土地と 水がキーワ ード である 。 土地につ

いては、 関係史料が豊富でないこ と は既述のと おり である が、 それでも こ の地域に関する 古

文書が残っている 。 その多く に売券がある 。 売券には、 売買の対象になった土地の所在地に

ついて条里表記で書かれている も のがかなり 存在する 。 そこ でそれを素材と し て、 過去の土

地景観を考えてみる こ と にする 。

　 その状況を表にし たも のが『 能登川の歴史』 に「 条里遺称地名表」 と し て掲載さ れている 。

そこ には能登川地区と し て 79 件があがっている が、 そのう ち 55 件が伊庭庄内所在である 。

79 件についてはすべてが条里呼称で記載さ れている のでなく 、 小字名記載のも のも 含ま れ

ており 、 条里呼称が 55 件、 小字名呼称のも のが 29 件である 。 伊庭庄内で条里呼称で田畠

屋敷地を 表記し ている のは 43 件に上る 。 79 件は期間と し ては、 正和 5 年（ 1316） 3 月か

ら 延享元年（ 1744） 2 月 27 日に及ぶ。 関係史料と し ては、「 八王子法橋伝来文書」「 八王

子稚児宿伝来文書」 と 『 近江神崎郡志稿』 引用文書がほと んど を占める 。 それら の古文書記

載の条里呼称田畠屋敷地の地点を神崎郡条里復元図に星印記号で示し た図面が前掲『 能登川

の歴史』 に収録さ れている 。 今回は古文書記載の条里呼称田畠屋敷地の地点を、 条里の里ご

と に整理し て考えたい。

　 伊庭庄の荘域は、「 八王子法橋伝来文書」 や「 八王子稚児宿伝来文書」 と し て伝来する 中

世文書や『 近江神崎郡志稿』 記載の近世文書に記載さ れている 伊庭庄内の条里呼称表示田畠

屋敷所在地と 、 神崎郡条里復元図と を 照ら し 合わせる と 、 おおよ そ推定でき る 。『 能登川の

歴史』 によ れば東は繖山の尾根筋、 南は須田の集落の北半を含み、 北は庄境川を界し て山路

町に接し 、西は内湖に臨んでいる 範囲と し ている 。 なお神崎郡の条と 里は、条は北から 南へ、

里は東から 西へ数える 。 坪呼称は北東坪を起点と し て南へ数えていく 平行式である こ と が現

存の山路村地籍図から 判明し ている 。 それら を勘案する と 伊庭庄荘域は図 3 の神崎郡九条・

十条・ 十一条、 九里・ 十里・ 十一里の九里の範囲にあたる 。 ただし 十一条十里と 十一条十一

里は内湖部分あたり 、 実質は残り 七里部分である 。 現在の伊庭の集落の主体部分は十条十一

里部分と その周辺を含み込んだ範囲である 。

　 以下、 各条里呼称の土地について里坪ごと に古文書と の照合を行ってみる 。 九条九里から

みる こ と にする 。 なお「 八王子法橋伝来文書」 は「 法」、「 八王子稚児宿伝来文書」 は「 稚」

と 略し 『 能登川の歴史』 で付さ れた文書番号を掲げ、『 近江神崎郡志稿』 引用文書は「 志稿」

と 略し 上巻記載のページ数を記し た。 ま た江戸時代分には△を付し た。 ま だ取り 落と し など

も 存在する が、 基本的な傾向は知る こ と ができ よ う 。
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　  図３ 　 伊庭庄坪付状況図
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［ 九条九里］

　 28 坪 法 198 号 延徳 2（ 1490） 12.1 田地 60 歩

　 〃 法 203 号 文亀 3（ 1503） 11.6 田地 30 歩

　 34 坪 法 181 号 貞治 3（ 1364） 5.29 32 歩

　 35 坪 稚 208 号 永禄 9（ 1566） 12.22 田地 180 歩

［ 九条十里］

　 1 坪 志稿 787 頁 享禄 4（ 1531） 4.4 作職

　 〃 志稿 788 頁 天文 5（ 1536） 5.15 作職

　 2 坪 志稿 787 頁 大永 8（ 1528） 6.5 作職

　 11 坪 法 200 号 明応 2（ 1493） 3.25 畠地 1 畝

　 14 坪 志稿 773 頁 永正 1（ 1504） 11.20 田地

　 17 坪 法 199 号 延徳 3（ 1491） 11.14 畠地 36 歩

　 〃 志稿 788 頁 天正 14（ 1586） 12.23 作職

　 21 坪 法 190 号 応永 21（ 1414） 12.27 畠地 2 反

　 〃 △志稿 72 頁 元禄 9（ 1696） 1.19 作職

　 〃 大浜神社文書 応永 31（ 1424） 3.-

　 27 坪 法 188 号 応永 17（ 1410） 1.24 畠地 36 歩

　 〃 法 197 号 延徳 1（ 1489） 6.- 畠地 30 歩

　 28 坪 法 181 号 貞治 3（ 1364） 5.29 20 歩

　 29 坪 法 178 号 正和 5（ 1316） 3.- 田地 300 歩

　 〃 法 184 号 康暦 3（ 1381） 2.4 田地 1 反 300 歩

　 30 坪 法 187 号 応永 3（ 1396） 9.- 畠地 36 歩

　 〃 稚 219 号 応永 2（ 1395） 12.29 畠地 36 歩

　 〃 △志稿 790 頁 寛文 3（ 1663） 12.6 畠地

　 34 坪 △志稿 788 頁 寛永 13（ 1636） 2.15 畠地

　 36 坪 法 181 号 貞治 3（ 1364） 5.29 29 歩

［ 九条十一里］

　 3 坪 志稿 774 頁 永正 14（ 1517） 2.4 作職

　 5 坪 △志稿 788 頁 寛永 14（ 1637） 3.15 畠地

　 6 坪 志稿 774 頁 永正 13（ 1516） 6.- 畠地

　 9 坪 大浜神社文書 応永 30（ 1423） 11.28

　 16 坪 △志稿 789 頁 慶安 5（ 1652） 12.11 作職

　 22 坪 志稿 788 頁 天正 17（ 1589） 12.9 作職

　 28 坪 志稿 778 頁 天正 10（ 1582） 11.13 作職
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［ 十条九里］

　 26 坪 志稿 779 頁 天正 14（ 1586） 12.26 作職

　 28 坪 法 194 号 応仁 1（ 1467） 11. ｰ 田地 120 歩

　 33 坪 法 206 号 永禄 8（ 1565） 6.24 田地

［ 十条十里］

　 2 坪 志稿 天正 11（ 1583） 12.27 作職

　 23 坪 法 180 号 正平 7（ 1352） 2. ｰ 田地 1 反

　 24 坪 法 180 号 正平 7（ 1352） 2. ｰ 田地 1 反 30 歩

　 26 坪 △志稿 790 頁 元禄 4（ 1691） 10.25 作職

［ 十条十一里］

　 13 坪 志稿 70 頁 長禄 3（ 1459） 2.9 畠地・ 屋敷地

　 〃 志稿 774 頁 大永 5（ 1525） 12.12 屋敷地

　 〃 志稿 786 頁 天文 19（ 1542） 12.28

　 15 坪 △志稿 788 頁 寛永 16（ 1639） 12.24 作職

　 26 坪 △志稿 788 頁 寛永 19（ 1642） 9.11 作職

　 30 坪 △志稿 789 頁 寛文 1（ 1661） 11.15 屋敷地

［ 十一条九里］

　 16 坪 法 185 号 至徳 2（ 1385） 12.8 田地 240 歩

　 21 坪 △志稿 789 頁 明暦 2（ 1656） 8.23 作職

　 27 坪 法 180 号 正平 7（ 1352） 2. ｰ 田地 270 歩

　 ま ず中世文書から みて特徴的なこ と は、 九条十里地域が件数も 多く 、 そのう え畠地・ 屋敷

地が多いこ と である 。 こ の地域が微高地である 可能性があろう 。 その東隣九条九里には中世

文書の売券が 4 件みら れる のに対し 、 西隣の九条十一里地域は『 近江神崎郡志稿』 収載文

書に残る 条里呼称地名がほと んど であり 、内湖に近い地域の田地化は遅れたのかも し れない。

さ ら に一筋南の十条を東から みていく と 、 十条九里・ 十条十里では、 件数は少ないがと も に

古文書も 郡志稿収載文書と ほぼ同数である 。 よ り 南の十一条九里も 同様である 。 し かし 十条

十一里の内湖に近い地域においては九条十一里と 同じ く 郡志稿収載文書のみである 。

　 琵琶湖に近い地域の田畠化が遅いのは、その地域が低湿地であった可能性も 考えら れよ う 。

山路村地籍図では、村の西半域は溝田であり 伊庭村でも 同様な傾向があった可能性も あろう 。

ま た注目さ れる のは十条十一里域にも 条里呼称の田地の存在がみら れる こ と である 。 当域は

伊庭集落の南域にあたる 。 集落の北側には条里区画が展開し ており 、 集落の南方にも 条里呼

称で土地の位置を表示でき る 状況であったと すれば、 南方にも 条里区画を認識でき る 何ら か

の施設があった可能性がある と 思われる 。 そのと き 水路の存在が気になる と こ ろである 。 正

確に水路は北側から 南側に集落を通り 抜けてつながっている わけではないが、 流路の方向は
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北から 南の場合も 、 東から 西への場合も 条里区画と ほぼ同方向である 。 さ ら に山路・ 林の集

落を東から 西へ流れる 山路川や、 伊庭川から 分離し て南へ流れる 妙金剛寺川も 条里区画の方

向と 平行である 。

　 集落内の水路がど れほど条里区画と 関連を持っている のかいないのか判然と し ないと こ ろ

である が、 集落の南方にも 条里呼称の地名表示が機能し ている なら ば、 全面的には否定でき

ないのでなかろう か。

　「 八王子法橋伝来文書」「 八王子稚児宿伝来文書」 など の中世文書を多く 伝える 伊庭山中腹

にある 天台宗寺院である 安楽寺は、 天正 4 年（ 1576） 織田信長の焼き 討ちにあったと いう 。

寺自体は、 江戸時代の寛政 3 年（ 1791） 再興の後、 嘉永 6 年（ 1853）、 明治 32 年（ 1899）

火災に見舞われ、 現本堂は明治 35 年の建築である 。 当寺は、 八王子法橋及び五人衆・ 十六

人衆と いう 集団によ って維持運営さ れていた。 集団をと り ま と める 最長老が法橋であり 、 そ

の法橋が代々管理し ていた文書が「 八王子法橋伝来文書」 である 。 八王子社は安楽寺の鎮守

であったと さ れ、 現在は二ノ 宮・ 三ノ 宮と あわせて繖峰三神社になっている 。 繖峰三神社と 、

北に近接する 望湖神社（ も と 多武大明神と 称さ れた）、 伊庭集落にある 大濱神社と も に「 坂

下し 」 で知ら れる 伊庭祭り を執り 行う が、 それを支える のが繖峰三神社では法橋・ 五人衆の

組織であり 、望湖神社と 大濱神社では宮座であり 、それら の構成員は伊庭・ 安楽寺集落の人々

である 。 なお「 八王子稚児宿伝来文書」 は年番で選ばれる 伊庭祭り の稚児を勤める 家が代々

文書箱で伝えた文書である 。

　 伊庭集落にある 妙楽寺は、 建武 4 年（ 1337） 了念開基と さ れる 寺院であり 、 能登川地域

では躰光寺町の弘誓寺と 並ぶ中世創建の寺院であ る 。 当初は仏光寺派であっ たが、 元文 4

年（ 1739） に西本願寺末に転派し た。 妙楽寺には南北朝期の仏光寺派制作によ る 絵系図が

伝わっている 。 ま た門徒の家でも 絵系図が保管さ れている 。 絵系図の制作は現在でも 行われ

ており 、 毎年 8 月 11 日・ 12 日の両日は門徒が各家の絵系図を 妙楽寺に持ち寄る 絵系図参

り の行事が続いている 。

　 中世の信仰がいま に息づいている こ と を示し ている 。
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2　 近世の伊庭集落

　 近世の伊庭集落は、 史料上に「 伊庭村」 と し てあら われる が、 当時の伊庭村は現在の能登

川集落・ 安楽寺集落・ 北須田集落を枝郷と する 村落であり 、 史料上「 伊庭村」 と あっても 厳

密な意味で伊庭集落と それ以外の枝郷と の区別が難し い場合が多い。 従って、 以下の記述で

は、 枝郷を含む「 伊庭村」 の様相を述べている 場合が含ま れる こ と を最初に断っておく 。

図４ 　 伊庭集落の立地
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（ １ ）伊庭村の支配

１ ）三枝家領以前

　 近世初頭の伊庭村は幕領であり 、 元和 8 年（ 1621） に近江国奉行に任ぜら れた小堀遠江

守政一が支配し た。 伊庭村の支配に関わる 史料は多く はないが、 寛永 13 年（ 1636） 6 月、

小堀政一は家老の小堀権左衛門に対し て、「 銭定」 に関する 高札を八幡山（ 近江八幡市）・ 日

野（ 日野町）・ 伊庭に立てる こ と を 指示し ている 。 当時、 小堀政一が支配する 地域の中で、

伊庭が支配の拠点的性格を有し ていたこ と がう かがえる 。 ま た、 小堀政一は近江国幕領の勘

定帳簿を 残し ている 。 そこ から は、 伊庭御茶屋（ 伊庭御殿） の修復を 担当し ている こ と や、

その費用が近江国内の幕領から 支出さ れていたこ と 、 伊庭山の管理が小堀政一によ って行わ

れていたこ と や、「 山守」 が置かれていたこ と 、 松茸が収穫さ れていたこ と がわかる 。

　 小堀政一が正保 4 年（ 1647） に死去し た後は、 それま で支配し ていた長勝寺村・ 神郷村・

佐生村・ 佐野村・ 種村・ 猪子村・ 林村・ 伊庭村の 8 ヵ 村の代官には、 弟である 小堀正春が

任命さ れた。 当時、 こ れら の村々は「 伊庭領」 と 呼ばれており 、 小堀によ る こ の地域の支配

の中心地が伊庭であったこ と が改めて確認でき る 。

　 伊庭村の代官は、 小堀氏の後、 寛文 8 年（ 1668） 就任の長谷川正清を 皮切り に、 長谷川

猪兵衛、 酒井定之、 市岡清次、 今井好親、 金丸又左衛門、 曲淵昌隆と 変遷する 。 その後、 元

禄 11 年（ 1698） に旗本三枝家領と なる 。

２ ）三枝氏入封以前の景観

　 写真 2 は、元禄元年の「 中の海境界裁許図」（ 伊庭町共有文書）である 。 常楽寺・ 豊浦・ 白部（ 近

江八幡市）・ 伊庭・ 乙女浜・ 福堂・ 堅田（ 大津市） 伊崎立場の漁師間で、「 中の海」 の境界が

争われ、 京都町奉行所で裁許の結果、 作成さ れたも のである 。 伊庭村を含む各村落の様相は

書き 込ま れていないも のの、 伊庭村の周辺は黄色に塗ら れ、「 田畑」 と 記さ れており 、 耕地

が全面に広がっていたこ と がわかる 。 ま た、 大中の湖岸全体にヨ シが群生し ていたこ と がう

かがえる が、 伊庭村の内湖岸のヨ シ地帯は、 それほど面積が大き く はなかったよ う である 。
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写真２ 　 中の海境界裁許図
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３ ） 三枝家入封以後

　 元禄 11 年に伊庭の領主と なっ た三枝氏は、 明治維新を迎える ま で伊庭村を含めた 7,000

石を領有し た旗本である 。三枝氏は、伊庭村に陣屋を構え、役人を置いた。こ の陣屋について、

明治 15 年（ 1882） 10 月に編輯さ れた「 滋賀県神崎郡伊庭村誌」 には、「 字城ハ古昔伊庭

城ト 称シ豊浦冠者行実ノ 居城ナリ 、（ 中略）、 中古徳川家ノ 旗本三枝氏ノ 陣営ナラ ンガ、 維新

以後東京ニ移転セラ レ 、方今ハ戸長役場ニ充ツ、傍ニ鎮護神アリ 守邦ノ 社ト ス 」 と 記さ れる 。

伊庭城の廃絶後から 三枝氏入封ま での状況が判然と し ないが、 三枝氏によ って伊庭村の中心

に支配屋敷が出現し たこ と になる 。 なお、 字「 城」 は、 現在は謹節館（ 公民館） が置かれて

いる 場所である 。

図５ 　 字「 城」の位置と謹節館 （『 明治の古地図』より 一部転載）
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　 ま た、 写真 3 は、「 新規御屋敷惣絵図」（ 伊庭町共有文書） と 題箋が付さ れた絵図で、 年

月日は未詳なる も 、「 朝鮮往来」 に接し ている こ と から 、 三枝氏の陣屋である と 想定さ れる

建物を描いたも のである 。

 写真３ 　 新規御屋敷惣絵図

（ ２ ）中心集落としての伊庭集落

１ ）枝郷と の関係

　 前述のよ う に、 伊庭村は、 能登川・ 安楽寺・ 須田の 3 集落を 枝郷と し ていた。 伊庭集落

が村の中心であっ たこ と は、 明治初年に、 能登川以下の 3 集落が伊庭から 分村を 図っ た運

動の関係史料から う かがう こ と ができ る 。 それによ る と 、 伊庭村の年貢免定は「 伊庭村」 と

し て 1 通である こ と 、 村役人は伊庭集落から のみ選出さ れる こ と 、 年貢が伊庭集落に運ば

れる こ と が記さ れている 。 ま た、 時期は降る が、 明治初年、 伊庭集落以外は、 戸長選挙に入
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札でき ても 開札には立ち会えないと いう こ と も 記さ れている 。 伊庭村の中心と し ての伊庭集

落の立場は、 圧倒的であった。

　 ただし 、 港湾機能は前掲図 4 にみら れる よ う に、 能登川集落にあっ た。 内湖に直接面し

た伊庭集落は、 船の出入り は自由であったが、 大き な船を係留する 湊は存在せず、 年貢や諸

品の積み出し は能登川湊を利用し た。 史料上、「 伊庭湊」と いう 表現がみら れる 場合がある が、

こ れは能登川湊を指し ている 。

２ ）伊庭集落の内部組織

　 当時、 伊庭集落は 7 つの「 町」 から 構成さ れていた。 西殿・ 東殿・ 北川・ 名古・ 四谷・ 南川・

中下の各町である 。 ま た、 遅く と も 18 世紀末期には、 各町に町会所があっ た。 各町はそれ

ぞれに古文書を伝来し ており 、 独自性の高い組織であったこ と をう かがう こ と ができ る 。 例

えば、 寛政 8 年（ 1796） の南殿町には、「 博奕宿仕候も の御座候ハゝ 、 右村法ニ相准し 家

ほこ ち仕、本人之儀ハ御陣屋表へ差出シ」など の内容をも つ町定が規定さ れていた。「 博奕宿」

の存在から は、 各町の町場的な様相が浮かび上がってく る 。

　 ただし 、伊庭村と 各町と の関係は、「 村」 が「 町」 の上位にあった。 それは、上記の町定の「 村

法ニ相准し 」 と いう 表現にみら れる よ う に、「 村法」 が「 町定」 の基礎になる と 明記さ れて

いる こ と から う かがえる 。 村全体の基本方針は村が定め、 現実の執行を担う のが町であった

と いえよ う 。

（ ３ ）伊庭集落の生業

１ ）農業

　 伊庭集落の生業の中心は農業であった。 瓜生川水系であり 、「 灌漑自由」「 洪水暴漲」 と「 滋

賀県物産誌」 に記さ れる よ う に、 水量は豊かであった。

　 町場的な性格を 持つ伊庭集落である が、 能登川・ 安楽寺・ 須田の 3 集落を 含んだ 1 村落

写真４ 　 町定
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と し ては、 周辺の村落と 比較する と 規模が大き い。 延宝 7 年（ 1679） 検地では、 面積 190

町 5 反 8 畝 5 歩で 2,559 石 4 斗 9 升 8 合の村高を計上し ており 、 同検地帳によ る と 、 村内

耕地の状況は、 表 5 のと おり である 。

　 村内面積の約半分が上田で、 石高も 上田分のみで過半数を占めており 、 農業生産に恵ま れ

た村落であったと いえよ う 。

２ ）水辺の生業

　 寛文 9 年（ 1669） の伊庭村の免定では、「 一、 米弐拾弐石　 　 葭年貢」、 及び「 一、 米六

石壱斗壱升　 　 エリ 年貢」 と の記載がある 。 こ れら は、 伊庭内湖にかかる 小物成である 。

　 こ のう ち、 漁業については、 前述のよ う に、 元禄年間（ 1688 〜 1704 年） に伊庭内湖に

境界線が定めら れる こ と と なった。 元禄元年（ 1688） 11 月、 内湖岸の豊浦村・ 白部村・ 常

楽寺村・ 伊庭村・ 乙女浜村・ 福堂村、 滋賀郡本堅田村（ 現大津市堅田） の伊崎立場漁師に対

し て、 京都町奉行から 内湖の境界線を定める と の裁許がなさ れている 。 そこ には、 以下の 5

点が記さ れている 。 ①豊浦・ 白部・ 伊庭・ 乙女浜・ 福堂の各村が内湖の中に榜示を立てて示

し た境界は、 海年貢を納めている と いう 証拠も ないので認める こ と はでき ない。 ②常楽寺村

と 伊崎立場猟師が主張し ている 内容（ 昔から 7 か浦入り 組みで藻草採り と 漁業を し てき た

こ と ） は認める こ と ができ る ので、 それら については従来ど おり で行う こ と 、 ③内湖でのエ

リ 漁については、以前から 行っている よ う に村ごと に行う こ と 、④伊庭村と 豊浦村の境界は、

両村の主張がわかり づら いので、 絵図に記し た場所（ はん場崎の石並と 伊庭洲を線で引いた

場所） を境界と する こ と 、 ⑤白部村が主張する 浅小井村と の境界は認めら れないので、 浅小

井村が主張する 方を認め、 ま た、 常楽寺村と 白部・ 浅小井村と の境界線についても 浅小井村

の主張を認め、 絵図に墨引き で記し た場所を境界と する こ と 、 が決定し た。 こ の史料によ る

 表 5   延宝 7 年伊庭村耕地状況

面積 石高

上田 93町9反6畝26歩 1,409石5斗3升

中田 23町9反2畝6歩 334石9斗8合

下田 32町5反8畝3歩 390石9斗7升2合

下々田 9町5反7畝2歩 95石7斗7合

木荒田 4反8畝2歩 4斗8升1合

上畑 10町2反6畝19歩 123石1斗9升6合

中畑 4町2畝19歩 40石2斗6升3合

下畑 2町5反5畝13歩 20石4斗3升5合

下々畑 4反5畝19歩 2石7斗3升8合

木荒畑 3反2畝19歩 3斗2升6合

木原 7反4畝18歩 7斗4升6合

屋敷 11町6反8畝9歩 （ 判読不能）



26

第一部 「 伊庭の文化的景観」保存調査

と 、 伊庭村は、 内湖において藻草採り と エリ 漁を含む漁業を行ってき たこ と がわかる 。

　 伊庭村が水辺と 深く 関わったこ と は、 船の所有の面から も 指摘でき る 。 近世の近江国の船

数は、 江戸幕府の船奉行、 も し く は彦根藩の船奉行によ って行われた船数改めの結果作成さ

れた、 いわゆる 「 船数帳」 に記録さ れる 。 彦根藩領ではない伊庭村は、 幕府船奉行の「 船数

帳」 にデータ が残る 。

　 ま ず、 慶長 6 年（ 1601）「 江州諸浦れう 舟・ ひら た船之帳」（ 芦浦観音寺文書） には、

　 　 伊庭ひら た舟　 　 九十三艘　 　 内十八艘　 　 水入

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 十二艘　 　 下舟

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 残而六十三艘（ う ち、 丸船持は成安・ 助左衛門）

と 記さ れる 。「 ひら た舟（ 船）」 は船底の平たい船で、 近江国では漁業や農作業など に用いら

れた。 本帳面では、「 れう 舟（ 漁船）」 と ひら た舟が区別さ れている ので、 伊庭村の舟は基本

的に農作業用と 考えてよ かろ う 。「 丸船」 はいわゆる 丸子船のこ と で、 運送用の船を 指す。

ただし 、 丸子船の持ち主については、 能登川集落の人物の可能性が高い。

　 次に、 慶安 2 年（ 1649）「 江州諸浦船数帳」（ 前掲同） には、

　 　 一、 六艘　 　 壱人加子　 　 伊庭舟

　 　 　 　 　 　 　 内三艘　 　 　 小てんま

　 　（ 中略）

　 　（ ヒ ラ タ 舟）

　 　 一、 六十艘　 　 伊庭村

　 同じ く 、 延宝 5 年（ 1677）「 江州湖水諸浦舟員数帳」（ 前掲同） には、

　 　 一、 百七十三艘　 　 　 　 　 　 　 伊庭

　 　 　 　 　 内　 四艘　 但し 八十石よ り 百石積迄　 並てんま 二艘　 　 　 丸子舟

　 　 　 　 　 　 　 百六十九艘　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ヒ ラ タ 船

　 元禄 9 年には丸子船７ 艘、 田地養船 362 艘の計 369 艘であり 、 明治 11 年（ 1878）「 滋

賀県物産誌」 には、 482 艘（ 伊庭集落のみ） と あり 、 明治期にかけてヒ ラ タ 船数が大幅に

増加し ている こ と がわかる 。

３ ）山の利用

　 伊庭山は、 領主山と し て幕領期に「 山守」 が置かれて松茸調達山と なっていたが、 三枝家

領期にも 、 松茸及びし めじ の入札が行われていた。

　 ま た、近代に入る と 、明治 6 年（ 1873） 4 月「 官林字伊庭山御払下ケ」（ 能登川町共有文書）

によ れば、「 偖四ケ所（ 伊庭・ 能登川・ 安楽寺・ 北須田） 之内何レ 之落札に相成候共、 従前

之通村中為救助之綜持山之規定に御座候」 と あり 、 村の御救いのための総持ち山と いう 位置

づけがなさ れていた。
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４ ）商業

　 商業に従事し たこ と が判明する のは、 幕末の米屋喜重（ 十） 郎・ 金十郎・ 新六・ 金右衛門

と いう 4 軒の肥料商や布仕入職の 77 人である 。 幕末には、 彦根藩の支配下にある 周辺村落

で農業以外の生業が活発に営ま れていたこ と が明ら かになっている が（ 原田敏丸『 近世村落

の経済と 社会』、 1983）、 伊庭村も 同様の様相だっ たと 考えら れる 。 特に、 布仕入職のよ う

な麻布産業が盛んであり 、 幕末に向けて隆盛にむかった。 布仕入職は、 経・ 緯の麻かせ・ 苧

かせを仕入れて織屋や家内副業者に賃織に出し て製織さ せ、 織ら れた生地に染色・ 晒し 、 仕

上げなどの加工を施し ていた。

　 明治 3 年の伊庭村の人戸は、人口 1,984 人、家数 496 軒であり 、う ち、農家 317 軒と ある 。

こ れら 農家の副業と し て「 麻布機ヲ 製シ或ハ採藻採泥ヲ 事ト シ及ヒ 漁業ヲ 事ト ス ルアリ 」 と

ある 。 商業従事家は 142 軒で、 麻布や蚊帳を 扱い、「 大阪及ヒ 中国・ 九州地方ヘ行売ス ルモ

ノ 多ク 其他ハ総テ雑商ニシテ土地ノ 販売ニ止マレ リ 」 と 記さ れる 。 明治期に編纂さ れた「 滋

賀県神崎郡伊庭村誌」 には、「 人民ハ庶業アリ 農アリ 商アリ 工アリ 労力アリ 概シテ質朴ナリ

ト 雖モ其行商ヲ 業ト ス ル者ニ至テハ稍進取ノ 気象ヲ 有シ資産遙ニ農家ノ 右ニ出ル者アリ 」 と

記さ れる 。 麻布商売に従事する 人々が、 農業専業の人々に対し て、 次第に経済的な優位性を

獲得し ていく 様相をう かがう こ と ができ る 。

５ ）その他の生業

　 その他、 副業的に営ま れた産業には、 天明 8 年（ 1788） 段階で判明する 酒屋 9 軒に、 神

崎郡大工組頭と し て名が見ら れる 田中家ほか大工数家が存在し た（ 新谷稔家文書）。 ま た、

船大工も 約 10 軒存在し 、 それら のう ち貸船屋を兼ねる 者も あった。

（ ４ ）景観の変容

１ ）水害

　「 滋賀県神崎郡伊庭村誌」 に、「 土地肥沃ナレ ド モ、 沿湖ノ 地ハ時々水損ヲ 蒙ルコ ト アリ 」

と 記さ れる 。 琵琶湖の水位が上昇する と 、 大中の湖沿岸の地は水が浸いた。 特に、 台風や長

雨の際には顕著であった。 程度が甚だし いと き には、 湖岸の耕地ばかり でなく 集落部の下手

（ 内湖側） 部分も 水に浸かり 、 寺院を 避難場所にする こ と があっ た。 慶応 4 年（ 1868） の

洪水の際には、「 中よ り 上」 の家は留守居以外は宿替え、「 下」 は留守居なし で残ら ず寺々の

御堂へ仮居し たと いう 。 妙楽寺の御堂には 37、 8 軒が仮居し たと さ れ（ 小嶋家文書）、 水の

浸き やすい領域が判明する と と も に、 寺院が避難場所と し て機能と し ていたこ と がわかる 。

　

２ ）天保期（ 1830～44）の新田開発

　 近世の間、 江戸幕府はたびたび、 琵琶湖を埋め立てて耕地を増加さ せ、 生産量を上げる こ
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と を企図し た。 それら の計画は、 実際にはう ま く いかない場合が多かったが、 天保期の開発

では実際に湖岸の一部が開発対象地と し て幕府に上知さ れる こ と になった 。 伊庭集落では、

内湖岸に梅安新田が開発さ れる こ と になる 。 こ う し た湖岸は、 葭年貢等の賦課対象と なって

いる 場所であったが、 新田と し て石高が付さ れ、 新田分の年貢徴収は、 伊庭村の領主である

三枝氏ではなく 、 幕府代官によ って行われた。

写真５ 　 梅安新田

３ ）神社の整備

　 伊庭村の景観を 構成する 要素の 1 つに、 金刀比羅神社がある 。 当社は、 村内の他の寺社

と 異なり 、幕末に勧請さ れたこ と が明白な神社である 。 勧請は、安政 4 年（ 1856） 10 月、「 近

江琵琶湖上交通ノ 守護神」 のためである 。 村内の中村金四郎等によ る 香川の金刀比羅宮参詣

が、 勧請の契機と なった。 宮堂の建立に際し ては勧進がなさ れ、 その後、 元治元年（ 1864）

7 月に鳥居の寄進、 慶応元年（ 1865） 8 月に上棟が行われている （ 金比羅講文書）。 こ の鳥

居については、 能登川の阿部市郎兵衛の寄進によ る こ と がわかっ ており （ 阿部家文書）、 麻

布商人の関与がう かがわれる 。

　 なお、 阿部市郎兵衛家は、 領主である 三枝氏に多く の献金を行う ほか、 村内の他の寺社等

にも 寄進を積極的に行っている 。 利益を自村に還元する 近江商人の面目躍如たる も のがある

が、 村内景観に影響を与えている と いう 点においても 、 幕末の麻布商売の繁栄は、 伊庭村に
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と って重要な意味をも ったと 考えら れる 。

　 なお、大濱神社も 安政 5 年 10 月に「 御宮殿地上拝殿再建」がなさ れている（ 大濱神社文書）。

写真6　 金刀比羅神社

写真７ 　 阿部家寄進の鳥居
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写真８ 　 大濱神社
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３ 　 明治・ 大正期の伊庭集落

（ １ ）明治期の伊庭集落

１ ）近代行政区の変遷

　 明治初年は、 全国で村の合併や分離の動き がみら れる 時期である 。 伊庭村においても 、 明

治 5 年（ 1872） 11 月、 能登川・ 安楽寺・ 須田（ 北須田） 集落が、 本村であ る 伊庭集落か

ら の分離を 試みる 運動を 開始し た 。 当時、 伊庭村全体での村高は 2,750 石、 軒数は約 830

軒であった。 こ のう ち、 能登川集落は村高 606 石、 軒数 185 軒、 安楽寺集落は村高 328 石、

軒数 39 軒、 北須田集落は村高 251 石、 軒数 84 軒と いう 規模であった。 3 つの枝郷の分村

理由は、 伊庭村が大村のため「 万事不取締」 で、「 神祭」 など で旧弊が改ま ら ず出費が嵩ん

でいる こ と など であった。 請願を 受けた滋賀県は、 翌 6 年に実地検査を行い、 調整を図る 。

その際、 特に問題と なったのが官山と さ れていた伊庭山の払い下げ問題であったが、 県の指

導によ り 本郷・ 枝郷 4 集落のう ちいずれの集落が落札し ても 、従来ど おり 4 集落の「 総持山」

と する こ と が決定し た。こ う し て、事実上の分村が明治6 年になさ れたのである が、実際には、

入り 交じ っていた耕地の整理に時間を要し 、 かつ、 枝郷の間での合併案がま と ま ら なかった

ため、 正式な分村は明治 13 年を待つこ と になる 。

　 正式な分村以後、「 伊庭村」 に関する 種々のデータ は、 伊庭集落のみのも のと なり 、 近世

期と は異なり 、 伊庭集落の姿が単独で浮かび上がってく る 。 なお、 現在ま での伊庭集落の行

政区の変遷を 示すと 、 伊庭村→能登川村他 8 ケ村（ 明治 18 年） →八条村（ 明治 22 年） →

伊庭村（ 明治 27 年） →能登川町（ 昭和 17 年） →東近江市（ 平成 18 年） と なる 。

写真９ 　 伊庭内湖からみた伊庭山
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２ ）明治初年の村況

　「 滋賀県物産誌」 によ れば、 明治 12 年の伊庭集落は、 人口 1,984 人、 家数 496 軒であり 、

う ち、 農家が 317 軒と ある 。 農家の割合は、 63.9％と なる 。 こ れら 農家の副業と し て、「 麻

布機ヲ 製シ或ハ採藻採泥ヲ 事ト シ漁業ヲ 事ト ス ルアリ 」 と ある 。 工業従事家は 37 軒、 商業

従事家は 142 軒で、 周辺村落に比し て非農業家の割合が高めである 。 こ れは、 朝鮮人街道

沿いの村々に共通する 特徴である 。 ま た、 村全体で船が 482 艘あり 、 単純平均する と 1 軒

に 1 艘の船があった。

　 同時期の伊庭集落の様相を示すのが、 写真 10 である 。 村界部分が、 現在の能登川集落の

地字の一部を取り 込んでいる 図である が、 こ れは耕地の整理が未完了であったこ と を反映し

たも のである 。

写真10　 明治初年の伊庭村地籍図
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（ ２ ）明治期の生業

１ ）農業

　「 滋賀県物産誌」 によ れば、 瓜生川水系の田では米が栽培さ れていた。 ま た、 畑では大麦・

大豆・ 菜種・ 藍葉・ 葉煙草を栽培し ている 。 注目さ れる のは「 桃」 である 。 産額「 3,000 貫」

と ある 。 多すぎる ため、「 3,000 斤」 の間違いかと も 思われる が、総価格「 180 円」 を計上し 、

近世比較で「 － 500 貫」 の生産高、売先が八日市村（ 東近江市八日市） と 記さ れる こ の桃は、

現在、 伊庭町で復活が試みら れている いわゆる 「 伊庭桃」 のこ と を指すのだろう 。

２ ）漁業

　「 滋賀県物産誌」 には、 近世には不明であった漁業の情報も 記さ れている 。

　 鮒や鯉のほか、 鰻など が漁獲さ れていたが、 圧倒的に鮒・ 鯉の売上げが大き いこ と がう か

がえる 。 産地と し て「 琵琶湖」 と ある が、 こ れは内湖を指し ている と 思われる 。 ま た、 売先

については、 内陸の八日市村（ 東近江市八日市） に限定さ れており 、 内陸部の魚食需要に応

えていたと いえよ う 。

３ ）商・ 工業

　 農業の副業と し て商・ 工業が営ま れていた。 明治 13 年段階では、 その多く の家々は、 麻

布や蚊帳を扱い、「 滋賀県物産誌」 には、「 大阪及ヒ 中国・ 九州地方ヘ行売ス ルモノ 多ク 其他

ハ総テ雑商ニシテ土地ノ 販売ニ止マレ リ 」 と 記さ れる 。 ただし 、幕末に繁栄し た麻布商売は、

明治初年における 管理体制の弛緩や粗製濫造によ る 品質低下と 信用失墜によ って取引量を減

少さ せる にいたっており 、 従事家数は減少し ていたと 考えら れる 。 こ う し た状況を改善する

ため、 有力麻布商を中心に改会所が設立さ れる が、 明治 14 年（ 1882） 後半から 同 17 年頃

にかけて襲来し たいわゆる 松方デフレ によ って、 麻布の価格が大き く 落ち込み、 休機に陥る

も のが続出し たと いう 。 近世以来、 伊庭村の麻布製造の有力者であった河原崎傳五郎家です

ら 、 一時的に休業に追い込ま れたと 考えら れている 。

 表 6   伊庭村の水産物

産物 産地 販売高 売上 売先

鮒鮓 琵琶湖 1,000尾 137円50銭

鯉 琵琶湖 500尾 125円 八日市村

鮒 琵琶湖 2,300尾 184円 八日市村

鰻 琵琶湖 30貫 30円 八日市村

鯰 琵琶湖 500尾 20円 八日市村

蝦 琵琶湖 20石 40円 八日市村
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（ ３ ）明治期の景観の変容

１ ）水害

　 近代に入っ ても 水害はたびたび発生し た。 そのう ち、 最大のも のは、 明治 29 年（ 1896）

の大水害である 。 こ の年は、 8 月から 長雨が続いたう えに、 9 月には暴雨が降り 、 琵琶湖の

湖水面が上昇し た。 伊庭村内では床上浸水する 家々が多数に上り 、 村人は寺院や伊庭尋常小

学校に避難し た。 尋常小学校は 9 月 8 日から 10 月 25 日ま で臨時休校し 、 その後、 11 月 3

日によ う やく 授業を再開でき たと いう 。 こ のと き の水位を示す石柱が、 謹節館近く に建てら

れており 、 その被害の大き さ を推し 測る こ と ができ る 。 こ のと き 、 彦根では、 全市街地に湛

水し て平常水位に戻る のに 210 日も かかったと いう 。

　

　 写真11　 明治二十九年大洪水碑

　 　 　 　 　 　 　

　 水害は、 発生当時の集落・ 耕地景観に影響を与えたばかり でなく 、 その後の集落の在り 方

にも 影響を与えた。

此風水害で駅前に異変がおこり まし た。 と 云う のは地形的に高台で鉄道より 上地区の　 　 　 　

駅前の事　 下能登川と 比べれば被害も 軽かった事は事実ですが、 そのため特に栗見・ 伊庭

の方々が交通の便も 良いし 水害のない駅前と ばかり に続 と々 住居を移動　 定着後は商に変

られ戸数も 増加し 産業・ 交通の中心としての役割を位置ず
（ ママ）

けた。

（『 すてんしょ 駅前（ 本町区） のあゆみ』）
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　 大水害の発生によ り 、伊庭集落を出て、能登川駅前に転居する 人々がいたと いう のである 。

伊庭村では、 明治後期から それま での 400 戸台から 300 戸台に戸数を 減少さ せている こ と

が指摘さ れている が、 こ う し た災害の発生も 戸数減少に拍車をかけた可能性がある 。

２ ）鉄道の開通

　 明治期において、 鉄道が開通し たこ と は、 伊庭村の景観にも 影響を 与えた。 明治 22 年に

開設さ れた能登川駅は、 垣見村と 林村と の境界上に設けら れ、 直接的に伊庭集落には影響が

ないよ う に思われる が、駅周辺の道路の改良が進めら れていったのである 。 明治 28 年には、

滋賀県が整備費用を負担する 主要道を定めている が、 伊庭道（ 能登川村能登川－伊庭村－五

峰村－八幡村－葉枝見村新海） が含ま れている 。 さ ら に、 大正 12 年（ 1923） には、 県道

と し て、 伊庭福堂線（ 伊庭村－栗見村乙女浜－福堂）、 伊庭能登川線（ 伊庭村－能登川村）

が認定さ れている 。 こ う し た主要道路では、 荷車や馬車の通行が増加し ていった。 ま た、 大

正期には、 自動車の走行を見越し た改修工事が少し ずつ進めら れていく こ と と なる 。

図６ 　 伊庭村周辺の道路 （『 能登川の歴史』3巻より 転載）
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（ ４ ）大正期の生業

１ ）第1次産業

　 農業をはじ めと する 第一次産業戸数について、「 耕作其他の戸数」（『 近江神崎郡志稿』） と

し て大正 13 年（ 1924） 10 月のデータ がある 。

　 明治 12 年（ 1880） 段階で農業戸数が 317 軒であっ たこ と に比すれば、 自作・ 小作農計

130 軒は半減以上であり 、 大き く 減少し ている と いえる 。 こ れは、 前述の集落全体の戸数

減少を反映し ている 可能性も ある 。 し かし ながら 、 作付面積については微増ではある が年々

増加し ている こ と が指摘さ れており 、 農家規模は拡大し ている と いえる 。

　 漁業については、 大正 8 年の記録によ れば、 中の海に 13 ヵ 所、 延べ 1,702 間のエリ が設

置さ れていた。 ま た、 面積 300 坪の水田養鯉の養殖場が 1 ヵ 所開設さ れており 、 収獲高 5

円を計上し ていた。

２ ）工業

　 製造業に関し ては、「 工業家の戸数」 と し て同年同月のデータ がある 。

　 染色業と 製作業は、 前代以来の麻布商売に関係する も のであろう が、「 その他」 と と も に、

判然と し ない。

 表 7  大正末年の第 1 次産業従事戸数

自作 自作及小作 小作 林業 蚕業 漁業 計

本業 32 72 26 0 0 42 172

副業 0 0 0 0 5 72 80

 表 8  大正末年の工業家戸数

染色業 製作業 美術工芸品製作 その他 計

本業 3 46 0 23 72

副業 4 0 0 0 6
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３ ）商業

　「 商家の出店」 と し て、 同年同月のデータ がある 。

　 風呂敷卸、 呉服、 麻布など 、 繊維関係の商店が目立つが、 自動車など 新商売も みら れる 。

 表 9  大正末年の出店

店主 商標 出店地 商品 出店時期

中村富平
︿
三 (ヤマサン) 東京市日本橋区 風呂敷卸

矢古島源一郎 同上 同上 明治39年5月

村田半兵衛 近半 同上 魚問屋

中村九一 ○十 (マルジュウ) 横浜市 船具 大正4年4月

中村善七 大阪市東区 呉服

中村七四郎 ○叶 (マルカノ ウ) 同上 同上 明治37年4月

中村金次郎 同上 同上

中村清九郎 京都市 麻布

奥村伝三郎 大津市 自動車

【 近世・ 近代史からみた本質的価値について】

　 豊かな水系に恵ま れた農村、 街道沿いに位置し 住居が密集する 町場、 内湖に面する 漁村と

いう 複合的な性格を有し 、 生業が重層的に営ま れていた規模の大き な村落である こ と が、 伊

庭集落の特徴である と いえる 。
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